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本文の一部補正について 

平成２８年８月１６日付け，電安炉技第１０号をもって申請しました島根原

子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（１号，２号及び３号発電用原子炉 

使用済燃料の処分の方法の変更）の本文を下記のとおり一部補正します。 

記 

島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（１号，２号及び３号発

電用原子炉 使用済燃料の処分の方法の変更）の本文を別添のとおり補正する。 

以 上 



別添 

本文の一部補正 



 －1－   

本文を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

10 上７行～ 

上11行の間

上18行と 

上19行の間

原則とし，再処理されるま

での間，使用済燃料を適切

に貯蔵・管理する。 

ただし，使用済燃料再処

理等積立金が使用済燃料再

処理機構に引き渡されるま

での間は，平成12年３月30

日付けで許可を受けた記載

を適用する。 

（記載追加） 

原則とする。 

 「再処理等拠出金法」に

基づき使用済燃料再処理機

構に使用済燃料再処理等積

立金が引き渡されるまでの

間又は拠出金を納付するま

での間は，当該積立金又は

拠出金に係る使用済燃料を

適切に貯蔵・管理する。 

 また，使用済燃料再処理

等積立金が引き渡され又は

拠出金を納付した後であっ

ても，再処理事業者に引き

渡されるまでの間は，使用

済燃料を適切に貯蔵・管理

する。 

 ただし，上記以外の取扱

いを必要とする使用済燃料

が生じた場合には，平成12

年３月30日付けで許可を受

けた記載を適用する。 



 －2－   

頁 行 補正前 補正後 

10 

11 

下１行～ 

次頁上４行

の間 

下１行の次

原則とし，再処理されるま

での間，使用済燃料を適切

に貯蔵・管理する。 

ただし，使用済燃料再処

理等積立金が使用済燃料再

処理機構に引き渡されるま

での間は，平成17年４月26

日付けで許可を受けた記載

を適用する。 

（記載追加） 

原則とする。 

 「再処理等拠出金法」に

基づき使用済燃料再処理機

構に使用済燃料再処理等積

立金が引き渡されるまでの

間又は拠出金を納付するま

での間は，当該積立金又は

拠出金に係る使用済燃料を

適切に貯蔵・管理する。 

 また，使用済燃料再処理

等積立金が引き渡され又は

拠出金を納付した後であっ

ても，再処理事業者に引き

渡されるまでの間は，使用

済燃料を適切に貯蔵・管理

する。 

 ただし，上記以外の取扱

いを必要とする使用済燃料

が生じた場合には，平成17

年４月26日付けで許可を受

けた記載を適用する。 


